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第2部第2章IV
ⅰ)高度道路交通システム

3.重点的取組

（２）地域コミュニティ向け小型自動走行シス
テム
【内閣官房、内閣府、警察庁、総務省、経済産業省、国土交通省】

①取組の内容
・技術仕様検討と要素技術の開発
・ビジネスモデルの検討

②2020 年までの成果目標
・運転の困難な高齢者等を念頭においた小型自動走行
システムの要素技術の確立

・過疎地等での実証実験を踏まえたビジネスモデルの
確立

（４）次世代都市交通システム（ART）（SIPを
含む、大会プロジェクト④）
【内閣官房、内閣府、警察庁、総務省、経済産業省、国土交通省】

①取組の内容
・バス停で車いすやベビーカーが自由に乗降できる自動
停車等、ＡＲＴ車両制御システム開発（ＳＩＰを含む、大
会プロジェクト④）

・定時運行実現のための公共交通優先システムや交通
制約者の移動を支援する歩行者等支援情報通信シス
テム等のインフラ情報システムの高度化
（ＳＩＰを含む、大会プロジェクト④）

・すべての人に優しく使いやすい移動手段となるＡＲＴの
パッケージ化と輸出体制の構築（ＳＩＰ）

② 2020 年までの成果目標
・東京臨海部におけるＡＲＴの運用開始
・大会後のレガシー化

（５）社会実装に向けた主な取組（ＳＩＰを含む）
【内閣官房、内閣府、警察庁、総務省、経済産業省、国土交通省】

・国際的に開かれた研究開発環境の整備と国際標準化
の推進

・モデル地区における実証
・必要に応じた法律・制度整備
・社会受容性の向上

平成２７年６月１９日閣議決定
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・第二 ３つのアクション
- ５．立地競争力の更なる強化

- ５－１．国家戦略特区」の実現/公共施設等運営権等の民間開放（PPP/PFIの活用拡大）、
空港・港湾など産業インフラの整備/都市の競争力の向上

- （３）新たに講ずべき具体的施策
- b）更なる規制改革事項等の実現

（遠隔診療や小型無人機等の「近未来技術実証」の推進）
- ⑥完全自動走行を見据えた環境整備の推進

・ 我が国の経済成長を牽引する近未来技術の自動走行システムについては、官民ＩＴＳ構想・
ロードマップ2015における自動走行システム、いわゆる「レベル４（完全自動走行）」までの技
術開発を目指し、適切に実証実験を実施し、その効果を検証していくことが必要である。

・ このため、今後の技術開発の進展に併せた世界初の社会システムや制度を構築するため、
特区等においてレベル４を見据えた安全性に関するデータ収集等に必要な公道実証実験
を積極的かつ安全に行うための環境を整備するとともに、自動走行に関する国際的な基準
作りに積極的に取り組む。また、東日本大震災の被災地における災害危険区域においては、
公道以外も含めた実証実験を行う。

・ さらに、完全自動走行に係る国際条約改正の議論に取り組むとともに、道路交通法等を含
め、事故時の責任関係のほか、運転者の義務等の在り方についても、公道実証実験により
得られたデータも踏まえつつ、我が国として引き続き十分な検討を進め、完全自動走行の
早期の実現を目指す。

平成２７年６月３０日閣議決定
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・第三 改革のモメンタム ～「改革２０２０」の推進～
（技術等を活用した社会的課題の解決・システムソリューション輸出）
- ①次世代都市交通システム・自動走行技術の活用

２０２０年までに我が国として成し遂げるべき中核となるプロジェクトで、後世代に継承できる
財産（レガシー）となるものを、政府を挙げて推進する。以下の３つの重点政策分野におけ
る６つのプロジェクトの展開を図る。

平成２７年６月３０日閣議決定


